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事実の概要

　Ｙ（被告・控訴人）は、オンラインゲームコン
テンツ等を提供するインターネットを使ったポー
タルサイト「モバゲー」を運営する株式会社であ
る。この「モバゲー」の利用者は、Ｙが提供する
サービス等について「モバゲー会員規約」（以下、
規約条項の表題部分を除き、単に「規約」という。）
を含む契約を締結する必要がある。規約には、次
のような条項が存在していた。
　7条（モバゲー会員規約の違反等について）
1項　モバゲー会員が以下の各号に該当した場
合、当社は、当社の定める期間、本サービス
の利用を認めないこと、又は、モバゲー会員
の会員資格を取り消すことができるものとし
ます。ただし、この場合も当社が受領した料
金を返還しません。
ａ　会員登録申込みの際の個人情報登録、及
びモバゲー会員となった後の個人情報変更
において、その内容に虚偽や不正があった場
合、または重複した会員登録があった場合
ｂ　本サービスを利用せずに 1年以上が経
過した場合
ｃ　他のモバゲー会員に不当に迷惑をかけた
と当社が判断した場合
ｄ　本規約及び個別規約に違反した場合
ｅ　その他、モバゲー会員として不適切であ
ると当社が判断した場合

　2項　（省略）
3項　当社の措置によりモバゲー会員に損害が

生じても、当社は、一切損害を賠償しません。
　そこで、消費者契約法（以下「法」という。）13
条 1 項に基づき認定を受けた適格消費者団体Ｘ
（原告・被控訴人）は、上記の規約 7条 3項が、法
8条 1項 1号及び 3号に定める事業者の債務不履
行責任または不法行為責任を全部免除する条項に
該当するとしたうえで、法 12 条 3 項に基づき、
Ｘによる当該各条項を含む申込みや承諾の意思表
示及びそのための事務の差止めを求めて本件訴訟
を提起した。なお、Ｙの帰責事由により発生した
損害の賠償責任の上限を 1万円とする旨の規約
12 条 4 項についても差止請求をしたが、原審判
決及び本判決の双方とも棄却されている。また、
携帯電話のパスワードの管理不十分等による損
害賠償責任の全部免除条項である規約 4条 3項、
さらに、有料コンテンツの利用料金の不返還条項
である同 10 条 1 項も差止めの対象とされたが、
いずれも訴訟提起後にＹが修正に応じたため、Ｘ
はその部分の訴えを取り下げている。
　Ｘは、規約 7条 3 項の前提となるＹの措置を
定めた同条 1項ｃ号及びｅ号では「当社が判断
した場合」と規定されているが、そうすると同条
3項はＹが誤った判断により会員資格を取り消し
た場合でも適用される免責条項となるため、法 8
条 1 項 1 号及び 3 号の全部免除条項に該当する
と主張した。これに対して、Ｙは、規約 7 条 1
項ｃ号及びｅ号の「判断」とは、「合理的な根拠
に基づく合理的な判断」であることが当然の前提
となっており、規約 7条 3 項はこのような場合
に損害賠償責任が発生しないことを確認的に定め
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たものであって免責条項ではない等と反論した。
　原審判決（さいたま地判令 2・2・5 判時 2458 号
84 頁）は、規約 7条 1 項ｃ号及びｅ号を前提と
する同条 3項が、本判決と同様の理由により法 8
条 1 項 1 号及び 3 号に該当するとして、この部
分のＸの請求を認容した。
　そこでＹが控訴したところ、Ｘも附帯控訴した。
Ｙは、控訴後に 7条 1 項ｃ号及びｅ号の末尾に
ある「当社が判断した場合」を「当社が合理的に
判断した場合」と改正したうえで、原審での反論
と同様の主張を行った。

判決の要旨

　Ｙの控訴及びＸの附帯控訴のいずれも棄却。
　まず、Ｙは、規約 7条 1項ｃ号の「『合理的な
判断』を行うに当たって極めて広い裁量を有し、
客観的には合理性がなく会員に対する不法行為又
は債務不履行を構成するような会員資格取消措置
等を『合理的な判断』であるとして行う可能性が
十分にあり得るが、会員である消費者において、
訴訟等において事後的に客観的な判断がされた場
合は格別、当該措置が『合理的な判断』に基づか
ないものであるか否かを明確に判断することは著
しく困難である」。
　次に、規約 7条 3 項が免責条項ではないとす
るＹの主張についても、次のように述べて排斥し
た。「本件規約 7条 1項ｃ号及びｅ号にいう『合
理的に判断した』の意味内容は極めて不明確であ
り、Ｙが『合理的な』判断をした結果会員資格取
消措置等を行ったつもりでいても、客観的には当
該措置等がＹの債務不履行又は不法行為を構成す
ることは十分にあり得るところであり、Ｙは、そ
のような場合であっても、本件規約 7条 3 項に
より損害賠償義務が全部免除されると主張し得
る。／また、Ｙは、Ｙが客観的に損害賠償責任を
負う場合は、そもそも本件規約 7条 1 項ｃ号又
はｅ号の要件を満たさず、したがって、本件規約
7条3項により免責されることもないと主張する。
しかし、事業者と消費者との間に、その情報量、
交渉力等において格段の差がある中、事業者がし
た客観的には誤っている判断が、とりわけ契約の
履行等の場面においてきちんと是正されるのが通
常であるとは考え難い。Ｙの主張は、最終的に訴
訟において争われる場面には妥当するとしても、

消費者契約法の不当条項の解釈としては失当であ
る。」
　さらに、Ｙによる「①一般に合理的限定解釈は
許されること、②本件規約 7条 1 項ｃ号及びｅ
号には多数の例示が示されていること、③他の企
業においても『合理的な判断』との条項の意味内
容につきトラブルが生じていないことからする
と、本件規約 7条 1 項ｃ号及びｅ号の意味内容
は明確である」との主張も、次のように述べて排
斥した。
　「しかし、上記①については、事業者は、消費
者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権
利義務その他の消費者契約の内容が、その解釈に
ついて疑義が生じない明確なもので、かつ、消費
者にとって平易なものになるよう配慮すべき努力
義務を負っているのであって（法 3条 1項 1号）、
事業者を救済する（不当条項性を否定する）との
方向で、消費者契約の条項に文言を補い限定解釈
をするということは、同項の趣旨に照らし、極力
控えるのが相当である。また、上記②については、
Ｙが主張する例示によっても、本件規約 7 条 1
項ｃ号及びｅ号該当性が明確になるものとは解し
難い。上記③についても、Ｙが主張するとおり、
他の企業において、『判断』、『合理的な判断』といっ
た条項の意味内容につきトラブルが生じていな
いとしても、そのことをもって、本件規約 7条 1
項ｃ号及びｅ号の『合理的な判断』の意味内容が
明確であることを意味するものではない。」

判例の解説

　一　本判決の意義
　本判決は、消費者団体訴訟における差止請求の
前提として、Ｙの規約の条項が法 8条 1 項 1 号
及び 3 号に定める全部免除条項に該当し、無効
となるか否かが争われたものである。
　本判決で特に注目すべき点は、次の2つである。
　第 1に、会員に対する損害賠償責任を免責する
条項である規約 7条 3 項単独ではなく、同項が
前提とする同条 1項ｃ号及びｅ号の内容の不明
確性をふまえると結果的に規約 7条 3 号が全部
免責条項として機能することがあるとして、8条
1項 1号及び 3号に該当するとした点である。
　第 2に、その不明確性の検討に際して、2018
年に改正された法 3条 1 項 1 号が定める事業者
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の明確平易配慮義務（消費者契約の条項を定めるに
当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約
の内容が、その解釈について疑義が生じない明確な
もので、かつ、消費者にとって平易なものになるよ
う配慮する努力義務）を考慮している点である。
　以下では、上記の 2点について、順次検討し
ていくこととしたい。

　二　不当条項性の判断における他の条項の考慮
　１　法8条 1項は、不当条項規制の1つとして、
事業者が債務不履行（1号）または不法行為（3号）
により消費者に生じた損害賠償責任を全部免除す
る条項を無効とする旨を定める。ここでいう全部
免除条項とは、事業者が損害賠償責任を一切負わ
ないとすることであり、その例としては、「いか
なる理由があっても」または「事業者に責めに帰
すべき事由があっても」一切損害賠償責任を負わ
ないとする規定等が挙げられている。また、損害
賠償責任を一定の限度に制限し、一部のみの責任
を負う旨を定めた条項は、これには該当しないと
されている１）（なお、損害賠償責任の一部免除条項
でも、事業者が故意・重過失の場合も対象とする場
合は、法 8条 1項 2号・4号により無効となる。）。
　もっとも、例えば、事業者の帰責事由により電
話サービスが提供されなかったときに、当該サー
ビスが利用できない等の状況を事業者が知った時
から 24 時間以上連続した場合に限り損害賠償を
する旨の条項は、24 時間未満であれば、事業者
に帰責性があっても一切の損害賠償責任を負わな
い旨の規定と解されれば法 8条 1 項 1 号または
3号に該当するという説明もなされている２）。す
なわち、一見、損害賠償責任を限定しているにす
ぎないように思われる場合であっても、実際には
一定の範囲では事業者の責任を全部免除する形で
機能するのであれば、両号に該当すると考えられ
る。裁判例にも、携帯電話の紛失等による電子マ
ネーの不正利用等によって生じた損害について事
業者の故意または重過失に起因する限り賠償責任
を負う旨の約款の規定が、全部免除条項には当た
らないとした原審判決３）を破棄し、軽過失によ
る不法行為責任の全部免除条項に当たるとして法
8条 1項 3号の適用を認めたものがある４）。

　２　本事案における規約 7条 3項は、「当社は、
一切損害を賠償しません」という部分だけ見れば

ただちに全部免除条項に該当するようであるが、
その損害の範囲を「当社の措置」により生じた損
害に限定しているため、同条項のみをもって法 8
条 1 項 1 号または 3号に該当すると断言するこ
とはできない。もっとも本判決では、まず、規約
7条 3項が前提とする「当社の措置」を定めた同
条 1項ｃ号及びｅ号にいう「合理的に判断した」
という文言の意味がきわめて不明確であり、Ｙに
きわめて広い裁量を認めるものであって、客観的
に損害賠償責任を負う場合であってもＹによる全
部免除の主張が可能となるものであること等を理
由に、法 8条 1 項 1 号及び 3 号該当性を肯定し
た（なお、規約 7条 1 項ｅ号については、前の 4号
以外の「その他」の場合を対象とする一種のバスケッ
ト条項であるが、内容が比較的明確なａ・ｂ・ｄ号
に対し、きわめて不明確なｃ号を受け、かつ、ｃ号
と同じ文言を用いているため、その不明確性を承継
しているとした原審判決を是認している。）。
　このように本判決は、①損害賠償責任を限定す
る条項に見える場合でも、実質的に全部免除条項
として機能するときは 8条 1 項 1 号及び 3 号が
適用されること、②不当条項性は、当該条項のみ
ならず、その前提となる条項の内容を考慮して判
断されることを明らかにした点で、不当条項性の
判断に新たな手法を提示したものと評価できる。
それゆえ今後、事業者が免責条項を設ける際には、
自らに広い裁量を認めるような曖昧で不明確な表
現は避け、より具体的に免責事由を明示すること
が求められよう５）。

　三　法 3 条 1 項の考慮と合理的限定解釈の
　　　取扱い
　１　次に本判決は、規約 7条 1 項ｃ号及びｅ
号にいう「合理的な判断」とは、「合理的な根拠
に基づく合理的な判断」と解釈されるというＹの
主張を、法 3条 1 項 1 号の明確平易配慮義務を
参照したうえで否定している。
　法 3条は、努力義務であり違反してもただちに
私法的効力は生じないが、他の規定の解釈や適用
に影響を与えることがありうるとされている６）。
例えば、情報提供努力義務を定める法 3条 1項 2
号は、その違反が民法上の法理（説明義務違反等）
の適用を基礎づける「補強的役割」７）と、法 4条
の契約取消権の適用範囲を広げる「拡張的役割」
を有している８）。本判決は、法 3条 1 項 1 号が、
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個別紛争解決の際にしばしば用いられる民法上の
限定解釈の制約を基礎づける点（２参照）で「補
強的役割」、また、結果的に法 8条 1項 1 号及び
3号の適用範囲を広げる点で「拡張的役割」を有
することを明らかにしたものといえよう。

　２　そのうえで本判決は、事業者を救済する（不
当条項性を否定する）ために消費者契約の条項に
文言を補い限定解釈をすることを、法 3条 1項 1
号の趣旨に照らして極力控えるべきであるとして
いる点でも注目される。同号は、2018 年の法改
正により、いわゆる条項使用者不利の原則（解釈
を尽くしてもなお複数の解釈の可能性が残る場合に
は、条項の使用者に不利な解釈を採用すべきである
という考え方）の趣旨を考慮して「解釈について
疑義が生じない明確なもので……平易なもの」と
いう表現に改め、2号の情報提供努力義務と分離
する形で規定された。このことは、上記の本判決
の考え方を、さらに基礎づけるものといえよう。
　ここでは、いわゆる合理的限定解釈の可否が問
題となる。契約の趣旨に従って契約を補充的ある
いは制限的に解釈すること自体は、一般的には
許容され９）、また場合によっては消費者に有利に
働くこともありうる 10）。しかしながら本判決は、
訴訟において争われる場面ではそれは妥当すると
しても、事業者と消費者との間の格差を考慮する
と、事業者の判断が客観的に誤っている場合には
是正が難しいことを理由に、法の不当条項の解釈
としては失当であるとする 11）。
　このように、差止請求における不当条項性の判
断において、消費者にとって予期し得ない解釈を
付加することを基本的には許さないとする態度を
明らかにした点でも、本判決の意義は大きい。

　四　本判決の射程の広がり
　本判決は、法 8条 1 項の適用をめぐる問題を
超えて、さらに広い射程をもつことが指摘されて
いる。
　まず、不当条項一般の効力に関する規定である
法 10 条の該当性の判断に際しても、上記の本判
決の手法は、影響を与える可能性がある 12）。
　また、規約 7 条 3 項が、事業者側の故意・重
過失による債務不履行についても免責する趣旨の
免責条項と解釈された場合には、定型約款の契約
への組入れ除外を定めた民法 548 条の 2 第 2 項

により拘束力が否定されるとの指摘もある。この
ように考えると、本判決の手法は、民法上の約款
の解釈論にも影響を与える可能性がある 13）。
　さらに、Ｙは、デジタルプラットフォームの運
営者でもあり、今後、その利用規約やサービス提
供のあり方の見直しにもつながる可能性があるこ
とにも留意しておきたい 14）。
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